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厚生年金

計 国民年金勘定 基礎年金勘定

兆円 兆円 兆円 兆円

前年度末積立金（㋐） 時価ベース 234.2  10.5  5.9  250.5  

 総額 51.4  3.3  23.1  54.4  

（再掲）保険料収入 40.4  1.3  ・ 41.8  

（再掲）国庫・公経済負担 10.3  1.8  ・ 12.1  

（再掲）基礎年金交付金 0.2  0.1  ・ ①

（再掲）基礎年金拠出金収入 ・ ・ 23.1  ②

 総額 49.3  3.5  25.1  54.5  

（再掲）給付費 29.2  0.2  24.7  54.1  

（再掲）基礎年金拠出金 19.9  3.2  ・ ②

（再掲）基礎年金相当給付費 (基礎年金交付金) ・ ・ 0.4  ①

運用損益分を除いた単年度収支残(㋑) 2.1  △ 0.2  △ 2.0  △ 0.1  

運用損益（㋒） 時価ベース 51.3  2.3  0.0  53.6  

その他（㋓） 時価ベース 0.0  0.0  - 0.1  

年度末積立金（㋐＋㋑＋㋒＋㋓） 時価ベース 287.6  12.5  3.9  304.0  

年度末積立金の対前年度増減額 時価ベース 53.5  2.1  △ 2.0  53.5  

注1

注2 厚生年金計及び公的年金制度全体には、厚生年金基金が代行している部分を含まない。

注3 「その他（㋓）」に計上している額は、厚生年金勘定及び国民年金（国民年金勘定）の「業務勘定から積立金への繰入れ」である。

厚生年金計は、厚生年金全体としての財政収支状況をとらえるため、厚生年金実施機関間でのやりとりを収入・支出両面から除いている。また、公的年金制度全体は、同様に、公的年

金制度内でのやりとり（基礎年金交付金(①0.4兆円)・基礎年金拠出金(②23.1兆円)）を収入・支出両面から除いている。
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公的年金財政状況報告 －令和５(2023)年度－ （ポイント） 

 

 

 

 

 

 １ 公的年金の収支状況   （報告書 170～175 頁参照） 

公的年金制度全体でみると、令和５(2023)年度は、運用損益分

を除いた収入総額 54.4 兆円、支出総額 54.5 兆円であったこと

から、運用損益分を除いた単年度収支残は 0.1 兆円のマイナス。

また、時価ベースの運用損益は 53.6 兆円のプラス。 

その結果、時価ベースの年度末積立金は前年度に比べ 53.5 兆

円増加し、304.0 兆円。 

単年度収支状況 ―令和５(2023)年度― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「公的年金財政状況報告」は、社会保障審議会年金数理部会が、 
公的年金の毎年度の財政状況について、公的年金の各制度・各実施
機関からの報告に基づき、専門的な観点から横断的に分析・評価を
行った結果をとりまとめたもの。 
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 ２ 公的年金の財政状況の評価   （報告書 294、295 頁参照） 

令和５(2023)年度までの実績と令和元(2019)年財政検証の前提や将

来見通しを比較するだけではなく、長期的な財政の均衡の観点から評価。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※ 公的年金財政における長期的な財政の均衡は、将来の保険料収入、国庫負担と現在保有す

る積立金をあわせた財源の全体と、将来の年金給付の全体で図られている。 

公的年金財政の均衡イメージ 

 

 

 

 

 

○ 国民年金第１号被保険者数は財政検証の見通しを下回り、厚生年金被保険者数は上

回る状況が続いていること、令和５(2023)年度は高い運用収益となった結果、積立

金の実績が将来見通しを上回っていること、令和５(2023)年における 65 歳の平均

余命は、平成 29(2017)年推計注における死亡高位の仮定値を下回っていることが確

認された。また、令和５(2023)年度は、マクロ経済スライドによる給付水準調整が

行われたことにより、年金財政にプラスの効果をもたらしたことに加えて、実質賃金

の伸びがプラスになったことにより、平成 12(2000)年改正で既裁定年金の物価スラ

イドが導入されて以降初めて、賃金の伸びが既裁定年金の伸びを上回ったことが確

認された。 

○ 一方で、令和元(2019)年以降の合計特殊出生率は、平成 29(2017)年推計における

出生中位の仮定値を下回る水準で推移し、令和５(2023)年は、出生低位の仮定値を下

回っていること、また、実質賃金上昇率（対物価）は令和元(2019)年財政検証におけ

るいずれのケースの前提も下回っていることが確認された。 

○ これらの将来見通しからの乖離が、一時的なものではなく中長期的に続いた場合

には、年金財政に与える影響は大きなものとなる。たとえば、合計特殊出生率が将

来推計人口の出生中位の仮定値を下回って推移する傾向が今後も長期にわたって

続けば、将来の年金制度の運営は大きな影響を受ける。 

○ 年金財政の観点からは、人口要素、経済要素等いずれも短期的な動向にとらわれ

ることなく、長期的な観点から財政状況の動向を注視すべきである。 

注 新たな将来推計人口(令和５年推計)が公表されているが、ここでは、令和元(2019)年財政検証の基礎となっ
た平成 29(2017)年推計における仮定値と比較している。 

＊ 厚生年金は保険料率、国民年金は保険料額 
（平成 16(2004)年度価格）を固定 
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将来の
年金給付

保険料水準は固定＊ 給付水準は財政均衡が確保されるように調整

長期的な給付と負担の均衡が確保されている
ことを確認


